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第 1 章 学 則 
       

東京女子体育大学学則 
 

第 １ 章   総    則 
 

（目的） 
第１条 東京女子体育大学（以下｢本学｣という。） は、体育･スポーツの専門的な知識･

技能の教授、研究を通して、品格ある有能な女子体育指導者を養成するとともに、

幅広い分野で社会の発展に貢献する人材を育成することを目的とする。 
（自己評価等） 
第２条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成する

ため、本学における教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行い、そ

の結果を公表するものとする。 
  ２．前項の点検及び評価の項目並びにその実施体制等については、別に定める。 
（学部及び学科） 
第３条 本学に次の学部・学科を置く。 
    体育学部・体育学科 
（本 部） 
第４条 本学の本部を東京都国立市富士見台四丁目３０番地の１に置く。 
  ２．本部に事務局、入試部、広報部、教務部、学生部、キャリアセンター及び教職セ

ンターを置く。 
（図書館） 
第５条 本学に附属図書館を置く。 
（健康管理センター） 
第５条の２ 本学に健康管理センターを置く。 
（研究所） 
第６条 本学に女子体育研究所を置く。 
（地域交流センター） 
第６条の２ 本学に地域交流センターを置く。 
（認証評価） 

第６条の３ 本学は、第２条の措置に加え、本学の教育研究等総合的な状況について、政

令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けたものによる評価を受けるも

のとする。 

（情報の積極的な提供） 
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第６条の４ 本学は、本学における教育研究活動等を総合的な状況について、刊行物への

掲載その他広く周知を図ることができる方法によって、積極的に情報提供をする

ものとする。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第６条の５ 本学は、本学における授業の内容及び方法の改善を図るために組織的な研修

及び研究を実施するものとする。 
 

第 ２ 章   職    員 
 
（職 員） 
第７条 本学に学長、教授、准教授、講師、助教、事務職員及び教務補佐員などを置く。 
（事務局、入試部、広報部、教務部、学生部、キャリアセンター及び教職センター） 
第８条 事務局に局長、その他の職員を置き、入試部、広報部、教務部、学生部にそれぞ

れ部長、その他の職員を置き、キャリアセンター、教職センターに所長、その他の

職員を置く。 
（図書館） 
第９条 図書館に館長その他の職員を置く。 
（健康管理センター） 
第９条の２ 健康管理センターに所長その他の職員を置く。 
（女子体育研究所） 
第１０条 女子体育研究所に所長その他の職員を置く。 
（地域交流センター） 
第１０条の２ 地域交流センターに所長その他の職員を置く。 
（職 務） 
第１１条 職員の職務に関しては、学校教育法、学則及び本学において別に定める事    

務分掌規程による。 
 

第 ３ 章     会     議 
（教授会） 
第１２条 本学に教授会を置く。 
  ２．教授会は学長並びに本学専任の教授、准教授、講師をもって構成する。必要   

な場合は他の職員を加えることができる。 
  ３．学長は教授会を招集して、その議長となる。 
  ４．教授会は、構成員の過半数をもって成立するものとする。 
  ５．教授会の議事は出席者の過半数による。賛否同数の場合には、議長がこれを決定

する。学長が重要事項として認めた事項の議事は３分の２以上とする。 
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（審議事項等） 
第１３条 教授会は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を

述べるものとする。 

  （1）学生の入学、卒業及びその他の学生の身分の取扱いに関する事項 
    （2）学位の授与に関する事項 
    （3）前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要事項で、教授会の意見

を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの（学長裁定） 
２．教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事

項について審議し、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。 
（委員会） 
第１４条 本学に教務委員会、学生委員会、その他の委員会を置く。 

 
第 ４ 章     収 容 定 員 

 
第１５条 毎年の入学定員を３４０名、第３学年の編入定員を４０名、収容定員を 
    １，４４０名とする。 
 

第 ５ 章  修業年限・学年・授業期間・学期・休業日 
 
（修業年限） 
第１６条 修業年限は４か年とする。 
（学 年） 
第１７条 学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 
（授業期間） 
第１８条 １年間の授業期間は、定期試験等の期間を含め３５週にわたることを原則   

とする。 
（各授業科目の授業期間） 
第１８条の２ 各授業科目の授業は、１５週にわたる期間を単位として行う。 

ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短

い特定の期間において授業を行うことができる。 
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（学 期） 
第１９条 学年を分けて、次の二期とする。 
     前期 ４月１日から９月３０日まで 
     後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 
      ただし、期間については、教育上必要な場合等の事情により、学長の承認を

得て、当該年度の学年暦において定める。 
（休業日） 
第２０条 休業日は、次のとおりとする。 
   （1）日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日 
   （2）創立記念日 ５月１０日 
   （3）春季休業日 ３月１１日から４月２日まで 
   （4）夏季休業日 ８月 １日から９月１３日まで 
   （5）冬季休業日 １２月２２日から翌年１月７日まで 
  ２．臨時に前項以外の休日を設けることができる。 
  ３．学長が必要と認めたときは、第１項の規定にかかわらず、休業日においても実習

を課し、もしくは特別講義を聴講させ、又は休業日の期間を変更することがある。 
 

第 ６ 章      教 育 課 程 
 
（教育課程） 
第２１条 教育課程は、専門に関する科目、教養科目及び教職に関する科目の各授業科目

を、必修科目及び選択科目に分け、各年次に配当して編成するものとする。 
（専門に関する科目） 
第２２条 専門に関する科目の授業科目及びその単位数は、別表１のとおりとする。 
（教養科目） 
第２３条 教養科目の授業科目及びその単位数は、別表２のとおりとする。 
（教職に関する科目） 
第２４条 教職に関する科目の授業科目及びその単位数は、別表３のとおりとする。 

 
第 ７ 章   課程の履修及び単位の授与 

 
（課程の履修） 
第２５条 専門に関する科目は第２２条の授業科目について必修科目を含め４６単位、第

２３条の教養科目について必修科目を含め２２単位、及びそれぞれの選択科目、教

職に関する科目の指定科目から５６単位以上を履修するものとする。 
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（教職課程） 

第２６条 本学における教育課程は次の２つの教育課程を含んでいる。 

(1)中学校教諭一種免許状（免許教科・保健体育）取得課程 

(2)高等学校教諭一種免許状（免許教科・保健体育）取得課程 

２．本学の学部の学科において取得できる免許状の種類は、普通免許状で次のとお

りである。 
学部 学科 教育職員免許状の種類（免許教科） 

体育学部 体育学科 中学校教諭一種免許状（保健体育） 
高等学校教諭一種免許状（保健体育） 

３．本学が設置する中学校教諭一種免許状（保健体育）の取得に係る教育課程は、

別表４のとおりとする。 

４．本学が設置する高等学校教諭一種免許状（保健体育）の取得に係る教育課程

は、別表５のとおりとする。 

（単位の計算方法） 
第２７条 授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容を

もって構成することを標準とし、授業の方法に応じ次の基準により計算する。 
（1） 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で別に定める時間

の授業をもって１単位とする。 
（2） 実験・実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で別に定め

る時間の授業をもって１単位とする。ただし、個人指導による実技の授業につ

いては、別に定める時間の授業をもって１単位とする。 
   ２．前項の規定にかかわらず、卒業研究の授業科目については、これに必要な学修

を考慮して単位数を定め、学修の成果を評価して単位を授与する。 
（単位の授与） 
第２８条 一つの授業科目を履修した者に対しては、原則として試験を実施したうえ、諸

条件を考慮し、総合的な判断に基づいて単位を授与する。 
（成績の評価） 
第２８条の２ 履修科目の成績は、１００点をもって満点とし、その評価は、秀・優・良・

可・認定・不可・対象外をもって表記し、可以上及び認定を合格とする。 
     秀   ９０点以上 

優   ８０点以上 
良   ７０点以上 
可   ６０点以上 
認定  別に定める 
不可  ６０点未満 
対象外 点数なし 

（追試験） 
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第２８条の３ 別に定める理由で、定期試験を受けることができなかった場合は特別欠課

とし、所定の手続きにより追試験を行うものとする。 
（再試験） 
第２８条の４ 上記以外の事由により定期試験を受けることができなかった者や、定期試

験で合格点に達しなかった者には、再試験を行うことができる。再試験の成績は

別の定めによる。 
（他の大学等における授業科目の履修等の取扱い） 
第２９条 教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学又は短

期大学において履修した授業科目について修得した単位を、６０単位を超えない

範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 
   ２．前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合及び外国の   

大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を履修する場合について準

用する。 
（大学以外の教育施設等における学修） 
第２９条の２ 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の   

専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業

科目の履修とみなし、単位を授与することができる。 
   ２．前項により授与することが出来る単位数は、前条第１項及び第２項による本 

学において修得したものとみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものと

する。 
     ３．削 除 
（入学前の既修得単位等の認定） 
第３０条 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学   

において履修した授業科目について修得した単位（第５９条の規定により修得し

た単位を含む。）を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修

得したものとみなすことができる。 
    ２．教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規

定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を授与することがで

きる。 
    ３．前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入

学・転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第

２９条第１項及び第２項並びに前条第１項により本学において修得したものと

みなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 
 

第 ８ 章      卒業及び学位授与 
 

（卒業の認定） 
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第３１条 本学に、４か年（第４３条又は第４４条により３年次に入学した者については

２か年、第４４条により２年次に入学した者については、３か年）以上在学し第

７章所定の１２４単位以上を修得した者については、教授会の議を経て、学長が

卒業を認定する。 
２．削 除 

（学位の授与） 
第３１条の２ 前条の規定により卒業した者には、本学学位規程の定めるところによ   

り学士の学位を授与する。 
（卒業の時期） 
第３１条の３ 卒業の時期は学年の終わりとする。ただし、学長が必要と認めるときは、

学年の途中においても学期の区分に従い、学生を卒業させることができる。 
（中学校教諭一種免許状（保健体育）の取得） 

第３１条の４ 中学校教諭一種免許状（保健体育）を取得しようとする者は、第３１条に

定める在学年限及び単位を充足し、合わせて教育職員免許法及び同法施行規則

の定める授業科目及び単位を修得しなければならない。 

（高等学校教諭一種免許状（保健体育）の取得） 

第３１条の５ 高等学校教諭一種免許状（保健体育）を取得しようとする者は、第３１条

に定める在学年限及び単位を充足し、合わせて教育職員免許法及び同法施行規

則の定める授業科目及び単位を修得しなければならない。 

 
第 ９ 章 入学・退学・休学等 

 
（入学の時期） 
第３２条 入学の時期は、学年の始めとする。 
（入学資格） 
第３３条 本学に入学できる者は、次の各号の一に該当する女子でなければならない。 
   （1） 高等学校又は中等教育学校後期課程を卒業した者 
   （2） 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 
   （3） 学校教育法施行規則第１５０条の規定により、高等学校を卒業した者と同     

等以上の学力があると認められる者 
      ア 外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準

じる者で文部科学大臣の指定したもの 
     イ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定し

た在外教育施設の当該課程を修了した者 
ウ 専修学校の高等課程（修業年限が三年以上であることその他の文部科学大

臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するもの
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を文部科学大臣が定める日以後に修了した者 
エ 文部科学大臣の指定した者 
オ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格

した者（旧規程による大学入学資格検定（以下「旧検定」という。）に合格

した者を含む。） 
カ 学校教育法第九十条第二項の規定により大学に入学した者であつて、当該

者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわ

しい学力があると認めたもの 
キ 大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等

以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの 
（入学の出願） 
第３３条の２ 本学に入学を志望する者は、入学願書に所定の検定料及び別に定める   

書類を添えて願い出なければならない。 
（入学者の選考） 
第３３条の３ 入学を志望する者については、別に定めるところにより、選考を行う。 
（入学の手続） 
第３４条 前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに本学   

所定の誓約書その他の指定された書類を提出するとともに、入学金等学生納付金

を納付しなければならない。 
２．前項に規定するもののほか、出願手続、入学者選考及び入学手続について必 

要な事項は別に定める。 
（入学の許可） 
第３５条 学長は、前条の入学手続を完了した者に入学を許可する。 
（退  学） 
第３６条 退学するときは、保証人連署の上、理由を付して学長に願い出て許可を受   

けなければならない。 
      ただし、在学期間中に死亡した場合は、退学として取扱うものとする。 
（除  籍） 
第３７条 学長は、次の各号に該当する者を除籍することができる。 

（1） 第３８条に定める在学期間の限度を超えた者 
（2） 第４０条に定める休学期間の限度を超えてなお修学できない者 
（3） 授業料その他学生納付金を滞納し、督促してもこれに応じない者 
（4） 病気その他の理由によって成業の見込がない者 
（5） 行方不明の者 

（在  学） 
第３８条 在学期間は６か年以内とする。ただし、第４３条又は第４４条により３年次に
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入学した者の在学期間は４か年以内、第４４条により２年次に入学した者の在学

期間は５か年以内とする。 
   ２．第４２条により再入学した者の在学期間は、前項に定める在学期間から再入学

前の在学期間を控除した期間とする。 
（休  学） 
第３９条 病気、その他やむを得ない事情のため、引き続き３か月以上修学すること   

ができないときは、理由を付して休学を願い出ることができる。 
      ただし、病気のときは医師の診断書を添えるものとする。 
第４０条 休学は３か月・６か月・１か年のそれぞれの期間についてのみ許可し、通   

算２か年を超えることはできない。 
ただし、特別の事情がある場合には、この限りではない。 

    ２．休学期間は在学年数に算入しない。 
（復  学） 
第４１条 休学期間満了の場合、又は休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長   

の許可を得て復学することができる。 
（再入学） 
第４２条 一度退学した者が再入学を願い出た場合は、審査の上、これを許可するこ   

とができる。 
    ２．再入学に関し必要な事項は、別に定める。 
（編入学） 
第４３条 他の大学から編入学を志望する者については、選考の上３年次に編入学を 
     許可することができる。 
    ２．編入学を志望する者は、次の各号の一に該当する女子でなければならない。 

(1)  大学を卒業した者 
    (2) 大学２年以上在学し、６２単位以上の授業科目を修得した者 

(3) 学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者 
    (4) 短期大学を卒業した者 
    (5) 高等専門学校を卒業した者 

(6) 修業年限が２か年以上で課程の終了に必要な総授業時間数が１７００時     

間以上ありかつ試験等で成績評価を行い、課程修了の認定を行っている専修学

校を卒業した者 
    ３．３年次編入学に関し必要な事項は、別に定める。 
（転  学） 
第４４条 他の大学から、その学長の承認を得て本学に転学を志望する者があれば、   

審査の上、相当学年に入学を許可することができる。 
第４５条 本学から他の大学へ転学しようとする者は、学長の承認を得なければなら   
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ない。 
 

第１０章  授業料・入学検定料・入学金・施設設備費・実験実習料・貸給費 
 

（授業料） 
第４６条 授業料は年額７６０，０００円とし、次の二期に分けて納入するものとする。 

第一期 ３８０，０００円 納期 ４月１日から４月３０日まで 
第二期 ３８０，０００円 納期 ９月１日から９月３０日まで 

    
２．編入学した者の授業料は、編入した相当学年と同等とするものとする。 
３．特別な事情により所定の納期までに納入困難な者に対しては、願出により   

分納又は延納を許可することができる。 
   ４．第４０条に定める休学期間を除き、本学に、４か年（第４３条又は第４４条に

より３年次に入学した者については２か年、第４４条により２年次に入学した者

については、３か年）在学し、第２５条所定の１２４単位を修得していない者に

対しては、授業料の一部を減額することができる。減額する授業料の額は別に定

める。 
（入学検定料） 
第４７条 入学検定料は３３，０００円とする。併願の場合は別に定める。 
（入学金） 
第４８条 入学金は３００，０００円とする。 
（施設設備費） 
第４９条 施設設備費は年額３００，０００円とし、次の二期に分けて納入するものとす

る。 
    第一期 １５０，０００円 納期４月１日から４月３０日まで 
    第二期 １５０，０００円 納期９月１日から９月３０日まで 

    ２．特別な事情により所定の納期までに納入困難な者に対しては、願出により、分

納又は延納を許可することができる。 
（実験実習料）   
第４９条の２ 実験実習料は年額６０，０００円とし、次の二期に分けて納入するものと

する。 
    第一期 ３０，０００円  納期４月１日から４月３０日まで 
    第二期 ３０，０００円  納期９月１日から９月３０日まで 
   ２．特別な事情により所定の納期までに納入困難な者に対しては、願出により、分

納又は延納を許可することができる。 
（退学等の場合の授業料等の徴収） 
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第５０条 退学もしくは転学した者、除籍された者、退学を命ぜられた者については、そ

の期の授業料等は在籍していた期まで徴収する。     
  ２．第４０条第１項に定める休学を認められた者については、休学期間中の授業料、

施設設備費及び実験実習料は徴収しない。 
 ただし、休学期間に応じて在籍料を徴収する。 

（授業料等の返還） 
第５１条 既納の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費及び実験実習料は返還しない。 
     ただし、次の各号の一に該当するときは授業料等を返還することができる。 

（1）別に定める入学者選考において入学を許可された者が、所定の期間に入学を

辞退するときは、納付した者の申し出により授業料、施設設備費及び実験実習

料相当額 
（2）削除   

（授業料等の額の改定） 
第５２条 削 除 
（貸給費） 
第５３条 貸給費については、別にこれを定める。 
 

第１１章   賞    罰 
 

（表 彰） 
第５４条 学生として本学の建学の精神にてらし表彰に値する行為があった者は、教授会

の意見を聴いて、学長がこれを表彰する。 
（懲 戒） 
第５４条の２ 本学の建学の精神にもとり、規則に違反し、又は学生としての本分に反す

る行為があった者は、教授会の意見を聴いて、学長がこれを懲戒する。 
    ２．前項の懲戒は退学・停学及び訓告とする。 
    ３．退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 
    (1) 正当な理由なくして出席が常でない者 
    (2) 性行不良で改善の見込がないと認められる者 
    (3) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 
    (4) 学業に意欲を欠き成績不良で成業の見込がないと認められる者 
   ４．懲戒に関する手続きについては、別に定める。 
 

第１２章  厚 生 ・ 保健施設 
（寄宿舎） 
第５５条 本学に寄宿舎を附設し、学生の勉学及び生活指導に資する。 
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（健康管理センター） 
第５６条 本学に健康管理センターを設け、教職員及び学生の保健に資する。又、カウン

セリング室を設け、学生の相談に応じる。 
 

第１３章  外国人留学生・科目等履修生 
 

（外国人留学生） 
第５７条 外国人で、教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志望する者がある

ときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。 
第５８条 外国人留学生には、本学則を準用する。 
（科目等履修生） 
第５９条 本学の学生以外の者が本学所定の授業科目中１又は複数の科目を選んで履修

を志望するときは、当該科目の授業に妨げのない場合に限り、選考の上、科目等

履修生として受入れることができる。 
２．科目等履修生として履修し、試験等に合格した場合は、その授業科目の単位を

授与することができる。単位の授与については第２８条の規定を準用する。 
第６０条 科目等履修生に関し必要な事項は、別にこれを定める。 
 

第１４章  聴講生・委託生・研究生 
 
（聴講生） 
第６１条 本学所定の授業科目中１又は復数の科目を選んで聴講を志望する者があると

きは、当該科目の授業に妨げのない限り、選考の上、聴講生として受入れることが

できる。 
第６２条 聴講生に関し必要な事項は、別にこれを定める。 
（委託生） 
第６３条 公共団体等の機関から本学の所定授業科目について修学の委託を受けたとき

は、研究及び授業に妨げのない限り、選考の上、委託生として受入れることができ

る。 
第６４条 委託生に関し必要な事項は、別にこれを定める。 
（研究生） 
第６５条 正規の学生の身分でない者で本学において特定の専門事項につき研究するこ

とを志望する者があるときは、選考の上、研究生として受入れることができる。 
  ２．受入れることができる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有す

る女子とする。 
第６６条 研究生に関し必要な事項は、別にこれを定める。 
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第１５章  公 開 講 座 

 
第６７条 随時公開講座を開設することがある。 
 
        第１６章  補     則 
 
第６８条 この学則の実施に関し必要な事項は、別にこれを定める。 
 
 
  附  則 
 １．この学則は昭和 37年４月１日から実施する。 

 ２．この学則は昭和 41年４月１日から実施する。 

 ３．この学則は昭和 41年 11月１日から実施する。 

 ４．この学則は昭和 44年４月１日から実施する。 

 ５．この学則は昭和 47年４月１日から実施する。 

 ６．この学則は昭和 49年４月１日から実施する。 

 ７．この学則は昭和 50年４月１日から実施する。 

 ８．この学則は昭和 51年４月１日から実施する。 

 ９．この学則は昭和 52年４月１日から実施する。 

 10．この学則は昭和 53年４月１日から実施する。 

 11．この学則は昭和 54年４月１日から実施する。 

 12．この学則は昭和 54年６月１日から実施する。 

 13．この学則は昭和 55年４月１日から実施する。 

14．この学則は昭和 56年４月１日から実施する。 

15．この学則は昭和 58年４月１日から実施する。 

16．この学則は昭和 59年４月１日から実施する。 

17．この学則は昭和 59年７月１日から実施する。 

18．この学則は昭和 60年４月１日から実施する。 

19．この学則は昭和 61年４月１日から実施する。 

ただし、第 15条の規定にかかわらず、昭和 61年度から平成８年度までの間の入学

定員は、次のとおりとする。 

 学 部・学 科 入 学 定 員 

体育学部 体育学科 ２５０ 名 

20．この学則は昭和 61年４月１日から実施する。 
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21．この学則は昭和 62年７月１日から実施する。 

22．この学則は昭和 63年４月１日から実施する。 

23．この学則は平成元年４月１日から実施する。 

24．この学則は平成２年４月１日から実施する。ただし、平成元年度以前の入学生につ

いては、第２５条、第２６条、第２７条 （削除）、第２７条第 4項、第２８条第２項、

第３１条、第５５条ただし書、第６２条ただし書及び第６４条ただし書の規定にかか

わらず、従前の学則による。 

25．この学則は平成 2年４月１日から実施する。 

26．この学則は平成 3年４月１日から実施する。 

27．この学則は平成 4年４月１日から実施する。 

   ただし、第３１条については、平成３年７月１日から適用する。 

28．この学則は平成５年４月１日から実施し、平成５年度入学者から適用する。 

29．この学則は平成６年４月１日から実施する。 

30．この学則は平成７年４月１日から施行する。 

31．この学則は平成８年４月１日から施行する。 

32．この学則は平成９年４月１日から施行する。 

ただし、第１５条の規定に係わらず、平成９年度から平成１１年度までの間の入学

定員及び編入学定員並びに収容定員は、次のとおりとする。 

学部 ・ 学科 入学定員 編入学定員 収容定員 

体育学部・体育学科 ２５０名   ５０名 １，１００名 

33．この学則は平成１０年４月１日から施行する。 

34．この学則は平成１１年４月１日から施行する。（授業料改定） 

35．この学則は平成１２年４月１日から施行する。 

ただし、第１５条の規定にかかわらず、平成１２年度の収容定員は、１，１５０名、

平成１３年度の収容定員は１，２００名、平成１４年度の収容定員は１，２５０名と

する。（収容定員改定） 

36．①この学則は平成１２年４月１日から施行する。(就職対策室新設、健康管理セ

ンター附属機関化及び教職課程改定による改正） 

②前項の規定にかかわらず、第２５条の規定は、平成１２年度入学生から適用

し、平成１１年度以前に入学した学生及び平成１３年度入学までの３年次編入

学生については、従前の学則を適用する。 

37．この学則は平成１３年２月２８日から施行する。（文部科学省設置） 

38．この学則は平成１４年４月１日から施行する。（授業科目新設・変更） 

39．この学則は平成１５年４月１日から施行する。（地域交流推進室新設） 

40．この学則は平成１６年４月１日から施行する。（就職対策室を部に地域交流推進室
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を地域交流センターに名称変更） 

41．この学則は平成１７年４月１日から施行する。（別表一部改正、休業日変更） 

42．この学則は平成１８年３月１日から施行する。（大学設置基準準拠等による変更） 

43．この学則は平成１９年４月１日から施行する。（准教授、助教に職名変更） 

44．この学則は平成１９年４月１日から施行する。（別表２：専門以外の科目｢歴史と

人間Ⅰ・Ⅱ」を追加) ただし、平成１８年４月１日以前の入学の学生については、

従前の学則を適用する。 

45．この学則は、平成２０年４月１日から施行し、平成２０年度入学生から適用する。

（授業料改定）ただし、第４６条の規定にかかわらず、平成１９年度以前に入学し

た学生については、従前の学則を適用する。2 第５２条を削除。 

46．この学則は、平成２０年４月１日から施行する。（授業料等の取扱の改正）（第４

６条第３項の追加、第４８条・第４９条の一部改正、第５０条の一部改正） 

47．この学則は、平成２０年４月１日から施行する。（第２０条第１項第３号の春季休

業日の一部改正） 

48．この学則は、平成２０年４月１日から施行する。（平成２０年度入学生から適用す

る。）ただし、平成１９年度以前の入学の学生については、従前の学則別表を適用

する。（別表１：専門以外の科目の「音楽」を１単位に変更、別表２：専門に関す

る科目に「医学概論」１単位と「体育測定及び評価」１単位を追加） 

49．この学則は、平成２１年４月１日から施行する。（別表１：「海外英語講座」を「海

外英語・文化講座」に科目名変更） 

50．この学則は、平成２１年４月１日から施行する。平成２２年度入学生並びに編入

生から適用する。（施設設備費の改定） 

51．この学則は、平成２２年４月１日から施行する。（別表１：英語（会話・体育スポ

ーツ原書講読）」を二分割し、「英語Ａ（会話）」と「英語Ｂ（体育スポーツの講読）

として新設。「教職実践演習」を開設し、「総合演習」を廃止」 

52．この学則は、平成２３年４月１日から施行する。（事務組織改編統合により、就職

対策部をキャリア支援部に変更） 

53．この学則は、平成２４年４月１日から施行する。（第４章収容定員の編入学生５０

名を４０名に変更） 

54．この学則は、平成２４年４月１日から施行する。平成２４年度入学生から適用す 

る。（学則別表の一部改正。専門以外の科目を教養科目に名称変更。導入教育とし

て必修科目「藤村トヨの教育」「国語基礎講座」「キャリアデザイン」を開設。 

基礎理論、基礎実技として必修科目を追加。教員免許状取得に「武道（柔道・剣 

道）」を必修科目に追加。「アスレテックコンデショニング」「スポーツジャーナ 

リズム概論」を新設。専攻コース名称変更等） 

55. この学則は平成２７年４月１日から施行する。（入試部、広報部の設置、教授会の
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一部改正及び第１９条にただし書きを追加） 
 56. この学則は平成２７年 4 月 1 日から施行する。平成２７年度入学生から適用する。

（第２５条の一部改正。学則別表の一部改正） 
57. この学則は平成２８年４月１日から施行する。（収容定員変更） 

  ただし、第１５条の規定にかかわらず、平成２８年度の収容定員は 1,320名、平

成２９年度の収容定員は 1,360名、平成３０年度の収容定員は 1,400名とする。 

 58. この学則は平成２８年４月１日から施行する。（成績評価の表記） 

 59. この学則は平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度入学生から適用する。

（授業料等改定） 

ただし、第４６条、第４８条、第４９条の規定にかかわらず、平成２７年度以前

に入学した学生については、従前の学則を適用する。 
60．この学則は平成２８年４月１日から施行する。平成２８年度入学生から適用する。 

（学則別表１及び３の一部改正） 

61. この学則は平成２９年４月１日から施行する。（組織改正（教職センター、企画調

査室の設置）） 

62．この学則は平成２９年４月 1日から施行する。ただし、「社会体育・健康産業等施

設実習」は、平成２８年度以前に入学した学生については、従前の学則を適用する。

（学則別表１の一部改正） 

63.この学則は平成３０年４月１日から施行する。（第６条の３．４．５、第２８条の２． 

３、第３１条の４．５、別表４．５の追加及び第２６条、第３１条、第３８条、 

第４６条第４項の改正等） 

64.この学則は平成３０年４月１日から施行し、第４９条及び第４９条の２については 
平成３０年度入学生から適用する。（授業料等改定） 

65.この学則は平成３０年４月１日から施行する。（学則の一部改正） 
66.この学則は平成３1年４月１日から施行する。（学則別表の一部改正） 

67.この学則は平成３1年４月１日から施行し、令和２年度入学生から適用する（授業 

料、入学検定料の改定）。ただし、第４６条、第４８条、第４９条の規定にかかわ 

らず、平成３１年度以前に入学した学生については、従前の学則を適用する。 

 68.この学則は、令和２年４月１日から施行する。（学則の一部改正） 

69.この学則は、令和３年４月１日から施行する。（学則及び学則別表の一部改正） 

 70.この学則は、令和４年４月１日から施行する。（教授会事項等、賞罰に関する事項、

第２８条の２及び学則別表３の一部改正） 

71.この学則は、令和５年４月１日から施行する。（キャリア支援部の名称をキャリアセ

ンターに変更、及び授業科目の見直しに伴う学則及び学則別表の一部改正） 

  
 

 



コース
区　分

単位
履修
区分

最低修得
単 位 数

備     考

 スポーツ原理 ※ ２

 スポーツ心理学Ⅰ ※ ２

 生 理 学 ※ ２

 スポーツ栄養学Ⅰ　　　　　　　　 ２

 スポーツ史 ※ ２

１０単位

 体つくり運動Ⅰａ ※ １

 体つくり運動Ⅰｂ ※ １

 器械運動Ⅰａ ※ １

 器械運動Ⅰｂ ※ １

 陸上競技Ⅰａ ※ １

 陸上競技Ⅰｂ ※ １

 ダ ン スⅠａ ※ １

 ダ ン スⅠｂ ※ １

 水　泳　Ⅰａ ※ １

 水　泳　Ⅰｂ ※ １

 球技(バレーボール) ※ １

 球技(バスケットボール) ※ １

 武　道(柔道) ※ １

 武　道(剣道) ※ １

 新 体 操 Ⅰ １

 新 体 操 Ⅱ １

 器械運動Ⅱａ １

 器械運動Ⅱｂ １

 陸上競技Ⅱａ １

 陸上競技Ⅱｂ １

 ダ ン スⅡａ １

 ダ ン スⅡｂ １

 球技(ソフトボール) １

 球技(ハンドボール) １

２２単位

３２単位

専攻コース 単位
履修
区分

最低修得
単 位 数

備     考

 運動技術論 ２

 スポーツ戦術論 ２

 運動観察論 ２

 運動処方論 ２

 医学概論 ２

 アダプテッドスポーツ論 ２

 スポーツ社会学 ２

 身 体 学 ２

 スポーツマネジメント論 ２

 体育科教育学 ２

 教育指導実践論 ２

 学校ネットワーク論 ２

６単位

専
攻
理
論

１コースを
選択し

３科目
６単位

スポーツマネジ
メント学

専攻コース

スポーツ健康学
専攻コース

東京女子体育大学学則　別表

〔別表　１〕　専門に関する科目

コース
選　択

計

授　業　科　目

コース
共　通

教職体育学
専攻コース

コース

共　通

授　業　科　目

計

基礎理論・実技　合計

計

必修

基
礎
理
論

※印は、教育職員免
許状取得希望者の必
修科目

基
　
礎
　
実
　
技

必修 １６単位
※印は、教育職員免
許状取得希望者の必
修科目

選択 ６単位

１０単位

コーチング学
専攻コース

17



専攻コース 単位
履修
区分

最低修得
単 位 数

備     考

 新体操競技コーチング論(競技論) １

 新体操競技コーチング論及び実習Ⅰ １

 新体操競技コーチング論及び実習Ⅱ １

 新体操競技コーチング論及び実習Ⅲ １

 体操競技コーチング論(競技論) １

 体操競技コーチング論及び実習Ⅰ １

 体操競技コーチング論及び実習Ⅱ １

 体操競技コーチング論及び実習Ⅲ １

 陸上競技コーチング論(競技論) １

 陸上競技コーチング論及び実習Ⅰ １

 陸上競技コーチング論及び実習Ⅱ １

 陸上競技コーチング論及び実習Ⅲ １

 バレーボールコーチング論(競技論) １

 バレーボールコーチング論及び実習Ⅰ １

 バレーボールコーチング論及び実習Ⅱ １

 バレーボールコーチング論及び実習Ⅲ １

 バスケットボールコーチング論(競技論) １

 バスケットボールコーチング論及び実習Ⅰ １

 バスケットボールコーチング論及び実習Ⅱ １

 バスケットボールコーチング論及び実習Ⅲ １

 ハンドボールコーチング論(競技論) １

 ハンドボールコーチング論及び実習Ⅰ １

 ハンドボールコーチング論及び実習Ⅱ １

 ハンドボールコーチング論及び実習Ⅲ １

 ソフトボールコーチング論(競技論) １

 ソフトボールコーチング論及び実習Ⅰ １

 ソフトボールコーチング論及び実習Ⅱ １

 ソフトボールコーチング論及び実習Ⅲ １

 健康体力づくり指導方法及び実習Ⅰ １

 健康体力づくり指導方法及び実習Ⅱ １

 体力評価の理論と実習 １

 健康評価の理論と実習 １

 スポーツリハビリテーション演習Ⅰ １

 スポーツリハビリテーション演習Ⅱ １

 レクリエーショナルゲーム １

 ニュースポーツ １

 海浜実習 １

 キャンプ １

 ス キ ー １

 フィジカルコンディショニング演習 １

 武道総合 １

 学校体験学習Ⅰ １

 学校体験学習Ⅱ １

 授業力養成演習Ⅰ １

 授業力養成演習Ⅱ １

４単位

１０単位

スポーツ健康学
専攻コース

専攻理論・実技　合計

計

理論と同じ
コースを選

択し

４単位

教職体育学
専攻コース

専
　
攻
　
実
　
習

コース

選　択

スポーツマネジ
メント学

専攻コース

授　業　科　目

集中講義(海浜実習・
スキー・キャンプ)は
いずれか1つを必ず履
修する。ただし、2年
次での単位修得を含
む

コーチング学
専攻コース
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専攻コース 単位
履修
区分

最低修得
単 位 数

備     考

1

1

1

1

教育学ゼミナールⅠａ 1

教育学ゼミナールⅠｂ 1

教育学ゼミナールⅡａ 1

1

教養教育ゼミナールⅠａ 1

教養教育ゼミナールⅠｂ 1

1

1

４単位

体育・スポーツ学ゼミナールⅡａ 

体育・スポーツ学ゼミナールⅠｂ 

体育・スポーツ学ゼミナールⅠａ 

４単位

教育学ゼミナールⅡｂ 

卒業研究

体育・スポーツ学ゼミナールⅡｂ 体育・スポーツ学ゼミ
ナール、教育学ゼミ
ナール及び教養教育ゼ
ミナールの中から1つの
ゼミナールを選択し、Ⅰ
a、Ⅰb、Ⅱa、Ⅱbを連続
履修する。

授　業　科　目

選択

計

教養教育ゼミナールⅡａ 

選択
体育・スポーツ学ゼミ
ナールを選択した場合
は必修とする。

教養教育ゼミナールⅡｂ 

2

コース
共　通
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専攻コース 単位
履修
区分

最低修得
単 位 数

備     考

 スポーツ経営管理学 ◇ ２

 運 動 学(含運動方法） ※ ２

 コーチング論 ２

 スポーツ法学 ２

 スポーツ行政学 ２

 発育発達論 ２

 レジャー・レクリエーション概論 ２

 運動器機能解剖 ２

 衛生学及び公衆衛生学 ※ ２

 スポーツ医学(含救急法･看護法) ※ ２

 スポーツ生理学 ※ ２

 スポーツ栄養学Ⅱ ２

 体育測定・統計 ２

 トレーニング概論 ２

 学校保健(含 小児保健,精神保健,学校安全) ※ ２

 学校とスポーツの安全 ２

 学校体育経営論 ◇ ２

 スポーツ心理学Ⅱ(カウンセリング) ２

 バイオメカニクス　　　　　　　　 ２

 地域スポーツ経営論 ２

 アスレティックコンディショニング １

 野外教育論 ２

 データサイエンス １

 舞踊教育論及び実習 １

 音楽効果論及び実習 １

 体力トレーニング実習 １

１

 民族舞踊(含 バレエ) １

 体育ダンス(含 民俗舞踊) １

 エアロビックダンス １

 カ ヌ ー １

 スノーボード １

 体つくり運動指導方法及び実習 １

 器械運動指導方法及び実習ａ １

 器械運動指導方法及び実習ｂ １

 陸上競技指導方法及び実習ａ １

 陸上競技指導方法及び実習ｂ １

 ダンス指導方法及び実習ａ １

 ダンス指導方法及び実習ｂ １

 球技指導方法及び実習ａ １

 球技指導方法及び実習ｂ １

 武道指導方法及び実習 １

 水泳指導方法及び実習 １

 キャンプ １

 ス キ ー １

 海浜実習 １

 スポーツ健康学実習 １

 社会体育・健康産業等施設実習 ２

５６単位

１２４単位

選
　
択
　
領
　
域
　
理
　
論
　
・
　
実
　
習

 コンテンポラリーダンス(含 ストリートダンス)

選択

計

　専門に関する科目のうち、最低修得単位数を超えて履修した科目

３０単位
以　上コース

共　通

授　業　科　目

　教養科目の科目のうち、最低修得単位数を超えて履修した科目

講義科目又は講義・
演習科目から25単位
以上を履修すること

※印：教育職員免許
状取得希望者の必修
科目

◇印：教育職員免許
状取得希望者は、1科
目2単位以上の修得が
必要

集中講義(海浜実習・
スキー・キャンプ)は
スポーツマネジメン
ト学専攻実習に含め
ることができる。

卒業要件最低修得単位数

卒業要件単位に含めない

選択領域理論・実習
と合わせて56単位

　教職に関する科目のうち、指定科目から履修した科目（♯）
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東京女子体育大学学則　別表

〔別表　２〕　教養科目

コース
区　分

単位
履修
区分

最低修得
単 位 数

備     考

 藤村トヨの教育 １

 国語基礎講座 ２

 キャリアデザイン １

 思想と人間観 ２

 文学と人間 ２

 数と思考 ２

 自然と生命 ２

 歴史と人間 ２

 日本国憲法 ※ ２

 情報リテラシー ※ ２

 生活と経済 ２

 音と芸術 ２

 美と芸術 ２

 女性と生活 ２

 社会と人間 ２

 ボランティア理論 １

 ボランティア実習 １

 キャリアトレーニング １

 英語表現Ⅰ １

 英語表現Ⅱ １

 海外英語・文化講座 ２

 外国語コミュニケーション(英語)Ⅰ ※ １

 外国語コミュニケーション(英語)Ⅱ ※ １

 外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅰ ※ １

 外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅱ ※ １

 外国語コミュニケーション(フランス語)Ⅰ ※ １

 外国語コミュニケーション(フランス語)Ⅱ ※ １

２２単位

単 位
履 修
区 分

最低修得
単 位 数

備     考

 教 職 論 ２

 教育原理 ２

 教育行政学 ２

 教育心理学 ２

 特別支援教育概論 　 １

 教育課程論 ♯ ２

 保健体育科教育法Ⅰ ♯ ２

 保健体育科教育法Ⅱ ♯ ２

 体育実技指導研究 ♯ ２

 保健指導研究 ♯ ２

 道徳の指導法 ２

 総合的な学習の時間の指導法 　 １

 特別活動の指導法 ２

 教育の方法及び技術（情報通信技術の活用含む）♯ ２

 生徒指導論(含進路指導) ♯ ２

 教育相談 ２

 教職実践演習（中・高） ２

 教育実習 ５

３７単位

授　業　科　目

コース

共　通

計

１６単位

1つの外国語を選
択し、Ⅰ・Ⅱを
必修とする。

２単位

選択

選択

※印は、教育職
員免許状取得希
望者の必修科目

計

４単位必修

〔別表　３〕　教職に関する科目

授　　業　　科　　目

教
職
に
関
す
る
科
目

教 職

必 修

１８科目

３７単位

♯印は、
卒業に必
要な単位
数に含め
ることが
できる指
定科目
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東京女子体育大学学則　別表

〔別表　4〕　中学校教諭一種免許状（保健体育） 　

必修 選択

体つくり運動Ⅰａ 実技・講義 1 1 　

体つくり運動Ⅰｂ 実技・講義 1 1 　

武道(柔道) 実技・講義 1 1 　

武道(剣道) 実技・講義 1 1 　

器械運動Ⅰa 実技・講義 1 1 　

器械運動Ⅰb 実技・講義 1 1 　

陸上競技Ⅰa 実技・講義 1 1 　

陸上競技Ⅰb 実技・講義 1 1 　

球技(バレーボール) 実技・講義 1 1 　

球技(バスケットボール) 実技・講義 1 1 　

球技(ソフトボール) 実技・講義 1 　 1

ダンスⅠa 実技・講義 1 1 　

ダンスⅠb 実技・講義 1 1 　

スポーツ原理 講義 2 2 　

スポーツ心理学Ⅰ 講義 2 2 　

スポーツ経営管理学 講義 2 2

スポーツ社会学 講義 2 　 2

スポーツ史 講義 2 2 　

運動学(含運動方法) 講義 2 2 　

生理学 講義 2 2

スポーツ生理学 講義 2 2

衛生学・公衆衛生学 衛生学及び公衆衛生学 講義 2 2 　

学校保健(含小児保健、精神保健、学校安全) 講義 2 2 　

スポーツ医学(含救急法・看護法) 講義 2 2

保健体育科教育法Ⅰ 講義 2 2

保健体育科教育法Ⅱ 講義 2 2

体育実技指導研究 講義 2 2

保健指導研究 講義 2 2

教育原理 講義 2 2

教育心理学 講義 2 2

道徳の指導法 講義 2 2

総合的な学習の時間の指導法 講義 1 1

特別活動の指導法 講義 2 2

5 教育実習 実習 5 5

2 教職実践演習（中・高） 演習 2 2

4 学校体育経営論 講義 2 　 2

59 74 67 7

2 日本国憲法 講義 2 2

水泳Ⅰa 実技・講義 1 1

水泳Ⅰb 実技・講義 1 1

外国語コミュニケーションⅠ 演習 1 1

外国語コミュニケーションⅡ 演習 1 1

2 情報リテラシー 講義 2 2

8 8 8 　

道徳、総合
的な学習の
時間等の指
導法及び生
徒指導、教
育相談等に
関する科目

道徳の理論及び指導法

大学が独自に設定する科目

日本国憲法

教育実践に
関する科目

教育実習

教職実践演習

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含
む。)の理論及び方法

教育職員免
許法施行規
則第66条の
６に定める
科目

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

体育 2

外国語コミュニケーション 2

情報機器の操作

2

生徒指導の理論及び方法
生徒指導論(含進路指導) 講義 2 2

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

10

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術(情報通信技術の活用含む) 講義

1

教育相談 講義 2 2

2

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する
理解

特別支援教育概論 講義 1

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネ
ジメントを含む。）

教育課程論 講義 2 2

10

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営
への対応を含む。)

教職論 講義 2 2

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と
地域との連携及び学校安全への対応を含む。）

教育行政学

授業形態 単位

中学校教諭
一種取得単位

講義 2 2

備考
科目区分等

最低
単位数

教科及び教
科の指導法
に関する科
目

教科に関す
る専門的事
項

体育実技

28

　

「体育原理、体育心理学、体育経営管理
学、体育社会学、体育史」・運動学(運動
方法学を含む。)

生理学(運動生理学を含む。)

学校保健(小児保健、精神保健、学校安全
及び救急処置を含む。)

各教科の指導法（情報通信技術の活用含む。）

教育の基礎
的理解に関
する科目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

免許法施行規則

授業科目名称
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東京女子体育大学学則　別表

〔別表　5〕　高等学校教諭一種免許状（保健体育） 　

必修 選択

体つくり運動Ⅰａ 実技・講義 1 1 　

体つくり運動Ⅰｂ 実技・講義 1 1 　

武道(柔道) 実技・講義 1 1 　

武道(剣道) 実技・講義 1 1 　

器械運動Ⅰa 実技・講義 1 1 　

器械運動Ⅰb 実技・講義 1 1 　

陸上競技Ⅰa 実技・講義 1 1 　

陸上競技Ⅰb 実技・講義 1 1 　

球技(バレーボール) 実技・講義 1 1 　

球技(バスケットボール) 実技・講義 1 1 　

球技(ソフトボール) 実技・講義 1 　 1

ダンスⅠa 実技・講義 1 1 　

ダンスⅠb 実技・講義 1 1 　

スポーツ原理 講義 2 2 　

スポーツ心理学Ⅰ 講義 2 2 　

スポーツ経営管理学 講義 2 2

スポーツ社会学 講義 2 　 2

スポーツ史 講義 2 2 　

運動学(含運動方法) 講義 2 2 　

生理学 講義 2 2

スポーツ生理学 講義 2 2

衛生学・公衆衛生学 衛生学及び公衆衛生学 講義 2 2 　

学校保健(含小児保健、精神保健、学校安全) 講義 2 2 　

スポーツ医学(含救急法・看護法) 講義 2 2

保健体育科教育法Ⅰ 講義 2 2

保健体育科教育法Ⅱ 講義 2 2

体育実技指導研究 講義 2 2

保健指導研究 講義 2 2

道徳の指導法 講義 2 2

総合的な学習の時間の指導法 講義 1 1

特別活動の指導法 講義 2 2

12 学校体育経営論 講義 2 　 2

59 74 67 7

2 日本国憲法 講義 2 2

水泳Ⅰa 実技・講義 1 1

水泳Ⅰb 実技・講義 1 1

外国語コミュニケーションⅠ 演習 1 1

外国語コミュニケーションⅡ 演習 1 1

2 情報リテラシー 講義 2 2

8 8 8 0

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含
む。)の理論及び方法

教育相談 講義

特別活動の指導法

教育の方法及び技術(情報通信技術の活用含む) 講義

道徳の理論及び指導法

総合的な学習の時間の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

授業形態

教育の基礎
的理解に関
する科目

単位

高等学校教諭
一種取得単位

2

2 2

2

2

2

2

1 1

生徒指導の理論及び方法

2

道徳、総合
的な学習の
時間等の指
導法及び生
徒指導、教
育相談等に
関する科目

生徒指導論(含進路指導) 講義

講義 2

各教科の指導法（情報通信技術の活用含む。）

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と
地域との連携及び学校安全への対応を含む。）

教育行政学 講義 2

備考
科目区分等

最低
単位数

教科及び教
科の指導法
に関する科
目

教科に関す
る専門的事
項

体育実技
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「体育原理、体育心理学、体育経営管理
学、体育社会学、体育史」・運動学(運動
方法学を含む。)

生理学(運動生理学を含む。)

学校保健(小児保健、精神保健、学校安全
及び救急処置を含む。)

教育実践に
関する科目

教育実習

大学が独自に設定する科目

8

免許法施行規則

授業科目名称

2

2

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営
への対応を含む。)

教職論 講義 2 2

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

10

教育原理 講義 2

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する
理解

特別支援教育概論 講義

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 教育心理学 講義 2

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネ
ジメントを含む。）

教育課程論

5 5

教職実践演習 2 教職実践演習 演習 2 2

日本国憲法

体育 2

外国語コミュニケーション 2

情報機器の操作

3 教育実習（中・高） 実習

教育職員免
許法施行規
則第66条の
６に定める
科目
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